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○令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総

選挙における不在者投票の投票記載場所 

（中区） ……………………………………………………… 47

○令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総

選挙における不在者投票の投票記載場所 

（東区） ……………………………………………………… 48

○令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総

選挙における不在者投票の投票記載場所 

（南区） ……………………………………………………… 48

○令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総

選挙における不在者投票の投票記載場所 

（西区） ……………………………………………………… 48

○令和６年１０月２７日執行予定の衆議院議

員総選挙における投票所の設置（安佐南 

区） …………………………………………………………… 48

○令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総

選挙における不在者投票の投票記載場所 

（安佐北区） ………………………………………………… 48

○令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総

選挙における不在者投票の投票記載場所 

（安芸区） …………………………………………………… 49

○令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総

選挙における不在者投票の投票記載場所 

（佐伯区） …………………………………………………… 49

　　　　教育委員会告示

○広島市教育委員会議（定例会）の開催…………………… 49

広島市長　　松　井　一　實

規 則
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広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實

広島市告示第４６７号　

令和６年９月３０日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項又

は第１１５条の１５第２項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号又は第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４６８号　

令和６年９月３０日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４６９号　

令和６年９月３０日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４７０号　

令和６年１０月１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年１０月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＭＭ
Ｔ

ヘ ル パ ー ス
テ ー シ ョ ン
ディア

広島市中区住
吉町１０番２
号正岡ビル１
０３号室

訪問介護サービ
ス

告 示
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株式会社あい
ウェル

ケアセンター
オネット

広島市東区尾
長西一丁目８
番１０号第二
角谷ハイム２
０５号室

訪問介護サービ
ス

株 式 会 社 ベ
ネッセスタイ
ルケア

グランダ広島
東荒神ケアス
テーション

広島市南区東
荒神町４番２
３号

訪問介護サービ
ス



広島市告示第４７１号　

令和６年１０月１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年１０月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４７２号　

令和６年１０月１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので、同法第７８条の１１第１号又は第１１５条の２

０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年１０月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

合同会社くる
み

くるみ居宅分
護支援事業所

広島市中区十
日市町二丁目
１番２５－５
１５号

居宅介護支援

株式会社ひな
た

ケアプランセ
ンターひなた
江波

広島市中区江
波西一丁目６
番５７号アイ
エスビル江波
西２０１

居宅介護支援

合同会社とい
ろ

といろ居宅介
護支援事業所

広島市南区東
雲本町三丁目
８ 番 ３ ２ 号
コーポさえき
１０６号

居宅介護支援

社会福祉法人
かきつばた福
祉会

いつかいち福
寿苑居宅介護
支援事業所

広島市佐伯区
坪井一丁目３
１番７号

居宅介護支援

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

メディカル・
ケア・サービ
ス関西株式会
社

愛の家グルー
プホーム広島
牛田新町

広島市東区牛
田新町三丁目
１４番２５号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

メディカル・ 認知症対応型共

ケア・サービ
ス関西株式会
社

愛の家グルー
プホーム広島
八木

広島市安佐南
区八木一丁目
１０番１０号

同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

メディカル・
ケア・サービ
ス関西株式会
社

愛の家グルー
プホーム広島
東原

広島市安佐南
区東原二丁目
９番４号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

メディカル・
ケア・サービ
ス関西株式会
社

愛の家グルー
プホーム広島
大町

広島市安佐南
区大町東三丁
目１番１８号
ハートランド
大町１階

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

メディカル・
ケア・サービ
ス関西株式会
社

愛の家グルー
プホーム広島
亀山

広島市安佐北
区亀山五丁目
９番１３号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

メディカル・
ケア・サービ
ス関西株式会
社

愛の家グルー
プホーム広島
高陽

広島市安佐北
区落合南七丁
目１０番２０
号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護



広島市告示第４７３号　

令和６年１０月１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和６年１０月１日

広島市長　　松　井　一　實　



事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＭＭ
Ｔ

ヘ ル パ ー ス
テ ー シ ョ ン
ディア

広島市中区住
吉町１０番２
号正岡ビル１
０３号室

訪問介護

株 式 会 社 ベ
ネッセスタイ
ルケア

グランダ広島
東荒神ケアス
テーション

広島市南区東
荒神町４番２
３号

訪問介護

株式会社ホロ
ン

訪 問 看 護 ス
テーションす
ずらん中央

広島市中区十
日市町一丁目
６番１８号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

医療法人社団
共愛会

訪 問 看 護 ス
テーションソ
シア

広島市西区己
斐上六丁目５
５４番地の１

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社ヤマ
シタ

株式会社ヤマ
シタ広島営業
所

広島市中区宝
町８番２号

福祉用具貸与及
び介護予防福祉
用具貸与

株式会社ヤマ
シタ

株式会社ヤマ
シタ広島営業
所

広島市中区宝
町８番２号

特定福祉用具販
売及び特定介護
予防福祉用具販
売
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広島市告示第４７４号　

令和６年１０月２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４７５号　

令和６年１０月２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第４７６号　

令和６年１０月２日　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

消化器内科ぺ
ん ぎ ん ク リ
ニック

広島市中区上幟
町９－２７セレ
クト縮景園４０
３

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

ブランデンタ
ルクリニック

広島市中区立町
２－１立町中央
ビル４Ｆ

令和６年１０
月１日

令和１２年９
月３０日

旭ゆめ薬局
広島市南区旭二
丁目４－３

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

ププレひまわ
り薬局　広島
高須台店

広島市西区高須
台三丁目２２－
１２

令和６年１０
月１日

令和１２年９
月３０日

庚午のぞみ薬
局

広島市西区庚午
北二丁目７－１
０

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

上天満薬局
広島市西区上天
満町９－１３

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

ミック・クサ
ツ薬局

広島市西区草津
本町２４－６

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

ミック・フク
シマ薬局

広島市西区福島
町二丁目２４－
２７－１

令和６年１０
月１日

令和１２年９
月３０日

株式会社みわ
薬局

広島市安佐北区
可部三丁目２４
－２８

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

ふれあい薬局
五月が丘店

広島市佐伯区五
月が丘五丁目２
０－８

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第４７７号　

令和６年１０月２日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アクロスプラザ高陽

　　所在地　広島市安佐北区深川五丁目１７１０番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　芙蓉総合リース株式会社

　　代表取締役　織田　寛明

　　東京都千代田区麹町五丁目１番地１

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり。

　　（変更後）別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年９月２６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年１０月２日から令和７年２月２日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の
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ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年２月２日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第４７８号　

令和６年１０月２日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ゆめタウン広島

　　所在地　広島市南区皆実町二丁目２２４番７

２　大規模小売店舗を設置する者

　　フロンティア不動産投資法人

　　執行役員　市川　俊英

　　東京都中央区銀座六丁目８番７号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称並びに法人に

あっては代表者の氏名

　　　（変更前）フロンティア不動産投資法人

　　　　　　　　執行役員　岩藤　孝雄

　　　　　　　　東京都中央区銀座六丁目８番７号

　　　（変更後）フロンティア不動産投資法人

　　　　　　　　執行役員　市川　俊英

　　　　　　　　東京都中央区銀座六丁目８番７号

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）別紙１のとおり。

　　　（変更後）別紙２のとおり。

４　変更年月日

　　令和６年４月１日

　　別紙１及び別紙２のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年９月２６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年１０月２日から令和７年２月２日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年２月２日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第４７９号　

令和６年１０月２日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ゆめマート五日市

　　所在地　広島市佐伯区五日市五丁目１３８番５ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社イズミ

　　代表取締役社長　山西　泰明

　　広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（変更前）

　　名　称　（仮称）ゆめマート五日市

　　所在地　広島市佐伯区五日市五丁目１３８番５ほか

　　（変更後）

　　名　称　ゆめマート五日市

　　所在地　広島市佐伯区五日市五丁目１３８番５ほか

４　変更年月日

　　令和６年９月１２日

５　届出年月日

　　令和６年１０月２日

６　届出書の縦覧場所



―１４―　第１１３４号 令和６年１２月２日広 島 市 報

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年１０月２日から令和７年２月２日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時聞帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年２月２日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４８０号　

令和６年１０月３日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので、同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり。

３　確認年月日

　　令和６年１０月１日

別紙　略



広島市告示第４８１号　

令和６年１０月３日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認を辞退しましたので、同法

第５８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり。

３　確認年月日

　　令和６年１０月１日

別紙　略



広島市告示第４８２号　

令和６年１０月３日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認の取り消しをしましたの

で、同法第５８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり。

３　確認の取り消し年月日

　　令和６年１０月１日

別紙　略



広島市告示第４８３号　

令和６年１０月３日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アルパーク東棟

　　所在地　広島市西区草津新町二丁目２６番地７５　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　大和ハウス株式会社

　　　代表取締役　芳井　敬一

　　　大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号

　　有信興産株式会社

　　　代表取締役　栗　博司

　　　広島市中区立町１番２４号

　　豊徳株式会社

　　　代表取締役　脇本　哲自

　　　広島市南区京橋町４番１８号

　　広島市信用組合

　　　理事長　山本　明弘



第１１３４号　―１５―令和６年１２月２日 広 島 市 報

　　　広島市中区袋町３番１７号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり。

　　（変更後）別紙２のとおり。

４　変更年月日

　　別紙１及び別紙２のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年９月３０日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年１０月３日から令和７年２月３日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年２月３日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第４８４号　

令和６年１０月３日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アルパーク西棟

　　所在地　広島市西区井口明神一丁目１０番地１３３ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　大和ハウス工業株式会社

　　代表取締役　芳井　敬一

　　大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号

　　ほか１者

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）大和ハウス工業株式会社

　　　　　　　　代表取締役　芳井　敬一

　　　　　　　　大阪市北区梅田三丁目３番５号

　　　　　　　　もみじ地所株式会社

　　　　　　　　代表取締役　曽木　克祥

　　　　　　　　広島市中区胡町１番２４号

　　　（変更後）大和ハウス工業株式会社

　　　　　　　　代表取締役　芳井　敬一

　　　　　　　　大阪市北区梅田三丁目３番５号

　　　　　　　　もみじ地所株式会社

　　　　　　　　代表取締役　奥田　健一郎

　　　　　　　　広島市中区胡町１番２４号

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）別紙１のとおり。

　　　（変更後）別紙２のとおり。

４　変更年月日

　　令和６年７月８日

　　別紙１及び別紙２のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年９月３０日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年１０月３日から令和７年２月３日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年２月３日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６



―１６―　第１１３４号 令和６年１２月２日広 島 市 報

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第４８５号　

令和６年１０月３日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アーバス東千田

　　所在地　広島市中区東千田町一丁目１番５７

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社ＮＩＰＰＯ

　　代表取締役　和田　千弘

　　東京都中央区京橋一丁目１９番１１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称並びに法人に

あっては代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

４　変更年月日

　　令和６年４月１日

５　届出年月日

　　令和６年１０月２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年１０月３日から令和７年２月３日まで。ただし、

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

名称 代表者 住所

株式会社ＮＩ
ＰＰＯ

代表取締役　
吉川　芳和

東京都中央区京橋一丁目１
９番１１号

名称 代表者 住所

株式会社ＮＩ
ＰＰＯ

代表取締役　
和田　千弘

東京都中央区京橋一丁目１
９番１１号

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年２月３日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第４８６号　

令和６年１０月４日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき、道路の区域を次のように決定します。

　その関係図面は、令和６年１０月４日から同月１８日まで道路

交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４８７号　

令和６年１０月７日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第４８８号　

令和６年１０月８日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略

道路の
種類

路線名 決定区間
敷地の幅員

（ｍ）
敷地の延長

（ｍ）

県　道
温品二
葉の里
線

東区温品一丁目１
１２１番地２地先
から
東区矢賀五丁目５
４番地１０地先ま
で

20.50
～

30.80
224.20
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広島市告示第４８９号　

令和６年１０月８日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦入等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第４９０号　

令和６年１０月９日　

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第１項第３号の寄附金として、次の者に対する寄附金を指定し

たので、同条第５項の規定により告示する。

　令和６年１月１日以降に支出された当該寄附金について、広島

市市税条例第３４条の６第１項第３号の規定を適用する。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４９１号　

令和６年１０月１０日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、

広島市市営住宅等条例施行規則第１１条の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

　　別紙のとおり。

２　変更期間

　　令和６年１０月１１日から令和７年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示第４９２号　

令和６年１０月１０日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

寄附金を受領する者 寄附金を受領する者の所在地

学校法人上智学院 東京都千代田区紀尾井町７番１号

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＧＩＧＡ上安店

　　所在地　広島市安佐南区上安二丁目１番８号ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フタバ図書

　　代表取締役　土橋　武

　　広島市西区観音本町二丁目５番２０号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）別紙のとおり。

　　　（変更後）別紙のとおり。

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）別紙のとおり。

　　　（変更後）別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年１０月７日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年１０月１０日から令和７年２月１０日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年２月１０日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第４９３号　

令和６年１０月１１日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残
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留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４９４号　

令和６年１０月１１日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第４９５号　

令和６年１０月１１日　

　広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、

広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農

林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農

林課、佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

縦覧日及び縦覧時間

　広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

よつ葉訪問看
護ステーショ
ン

広島市中区東千
田町二丁目１２
－１８

令和６年８月
１日

令和１２年７
月３１日

訪 問 看 護 ス
テーションソ
ラナス十日市

広島市中区榎町
２－１２門出ビ
ル１Ｆ

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

フ ァ ミ リ ー
ナース広島

広島市安芸区中
野東四丁目１６
－２０－２０３

令和６年６月
１日

令和１２年５
月３１日

定 期 巡 回 メ
ニーピープル
広島西

広島市佐伯区五
月が丘一丁目３
３－３－４０１

令和６年９月
１日

令和１２年８
月３１日

五日市記念病
院訪問看護ス
テーション

広島市佐伯区倉
重一丁目９５

令和５年２月
１日

令和１１年１
月３１日

１条第１項に規定する休日を除き毎日午前８時３０分から午後５

時まで



広島市告示第４９８号　

令和６年１０月１５日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により

公印の押なつに代えることを承認し、同条第２項の規定に基づ

き、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４９９号　

令和６年１０月１６日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条の６第２項の規

定に基づき、次のとおり令和５年３月１４日付け広島市告示第８

０号で認定した旨告示した公募設置等計画の変更について認定し

たので、同条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　認定計画提出者

　　広島市中区基町２１番３号

　　　広島城アソシエイツ

　　　　代表法人　株式会社中国放送

　　　　構成法人　株式会社ＲＣＣ文化センター

　　　　　　　　　株式会社ＴＢＳホールディングス

　　　　　　　　　株式会社フジタ広島支店

　　　　　　　　　株式会社合人社計画研究所

　　　　　　　　　エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

　　　　　　　　　株式会社中国新聞社

　　　　　　　　　株式会社中国四国博報堂

　　　　　　　　　株式会社山下設計関西支社

　　　　　　　　　ＮＴＴアーバンバリューサポート株式会社

　　　　　　　　　株式会社シーケィ・テック

２　認定日

　　令和５年３月１４日

　　令和６年３月２５日

　　令和６年１０月１６日

３　認定の有効期間

　　令和６年１月１日から令和２５年１２月３１日まで

４　公募対象公園施設の場所

　　広島市中区基町

　　中央公園（広島城区域）内（別紙のとおり）

５　変更の内容

　　特定公園施設の形状等の変更

文書名
印影を印刷する

公印の名称

・国民健康保険資格確認書
・国民健康保険資格確認書（特別療養）

市印
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別紙　略



広島市告示第５０１号　

令和６年１０月１８日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和６年１０月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

別紙　略



広島市告示第５０２号　

令和６年１０月１８日　

　公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始

するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第２項に

おいて準用する同条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和６年１０月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

別紙　略



広島市告示第５０３号　

令和６年１０月１８日　

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和６年１０月２０日

２　汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し、及び処理する区域 排水処理施設の名称

安芸区阿戸町の一部 阿戸農業集落排水処理施設



広島市告示第５０４号　

令和６年１０月２１日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から休止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第５０５号　

令和６年１０月２２日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５０６号　

令和６年１０月２９日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、

広島市市営住宅等条例施行規則第１１条の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

　　別紙のとおり。

２　変更期間

　　令和６年１０月３０日から令和７年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示第５０７号　

令和６年１０月２９日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更したので、

広島市市営住宅等条例施行規則第１１条の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

　　別紙のとおり。
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２　変更期間

　　令和６年１１月１日から令和７年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示第５０８号　

令和６年１０月３１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５

項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので、同条

第６項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　広島ステーションビル

　　所在地　広島市南区松原町２番３７号ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　中国ＳＣ開発株式会社

　　代表取締役　竹中　靖

　　広島市南区松原町１番２号

３　大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

　　１０，４６０平方メートル

４　大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

　　０平方メートル

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メート

ル以下となる日

　　令和２年３月３１日

６　届出年月日

　　令和６年１０月２２日



広島市告示第５０９号　

令和６年１０月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第５１０号　

令和６年１０月３１日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第５１１号　

令和６年１０月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示（中区）第９７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年９月２７日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第９８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第９９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年１０月５日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１００号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年１０月９日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。
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　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１０１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１０２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１０３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年１０月１７日に広島市西部自転車等保管

所へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１０４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年１０月２３日に広島市西部自転車等保管

所へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１０５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１０６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定（変更）しました。

　この関係図書は、中区役所建設部建築課にて縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和６年１０月２９日

３　道路の位置　　広島市中区江波沖町の１５８８番１０の一部

及び１５８８番１３の一部

４　幅員及び延長　幅員　９．００～１５．１３ｍ

　　　　　　　　　延長　５１８．６７ｍ



広島市告示（東区）第８７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第８８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略
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広島市告示（東区）第８９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　不動院前駅東自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転

車については、令和６年１０月１３日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第９０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年１０月２５日から同年１１月８日ま

で広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第９１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年１０月２５日から同年１１月８日ま

で広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第９２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東３区
２４４
号線

東区中山西
二丁目１８
番地１２地
先から
東区中山西
二丁目４８
６番地１地
先まで

旧

メートル
９.00

～
12.60

メートル

257.60

新

メートル
9.00
～

23.50

メートル

280.20

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東３区
２４４
号線

東区中山西二丁目１８番地
１２地先から
東区中山西二丁目４８６番
地１地先まで

令和６年１０月
２５日

づき、都市公園を次のように設置します。

　その関係図面は、令和６年１０月２８日から同年１１月１１日

まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別図　略



広島市告示（東区）第９３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年１０月３０日から同年１１月１３日

まで広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１３５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、南区役所建設部建築課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　第１号

２　指定年月　　令和６年１０月４日

３　路線名　　　都市計画道路駅前大州線

４　道路の位置　起点　南区南蟹屋二丁目７１６－１４地先

　　　　　　　　終点　南区南蟹屋二丁目７１６－１５地先

５　道路の幅員　２２．０ｍ

６　道路の延長　６．５ｍ



広島市告示（南区）第１３６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

名称 所在地 供用開始の期日 区域

温品第八公
園

東区温品五丁目１２
３３番３６

令和６年１０月
２８日

別図のと
おり。

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東３区
８０号
線

東区中山西
二丁目１１
３番地２地
先から
東区中山西
二丁目４３
５番地１地
先まで

旧

メートル
19.80

～
22.00

メートル

21.80

新

メートル
19.80

～
29.00

メートル

21.80
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条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１３７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１３８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ７ 日　

　青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和６年１０月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１３９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１４０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ８ 日　

　広島駅南口第一駐輪場及び広島駅南口第三駐輪場に、長期間駐

車されていた自転車等については、令和６年１０月７日に広島市

西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１４１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１４２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として平成８年２月２２日付けで認可した広島市南区丹那ハイ

ツ町内会について、下記のとおり告示した事項に変更があったの

で同条第１０項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

２　変更のあった年月日

　　令和６年４月２１日



広島市告示（南区）第１４３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１４４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



変更前 変更後

倉本　辰幸
広島市南区丹那町５０番１１
号

友成　亮太
広島市南区丹那町５６番１０
号
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広島市告示（南区）第１４５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭私６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１４６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１４７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１４８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１４９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日　

　広島駅南口第三Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等に

ついては、令和６年１０月２８日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第１３６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１５号

２　指定年月日　　令和６年１０月１０日

３　道路の位置　　広島市安佐南区安東二丁目の１７５７番１の

一部、１７６０番の一部及び１７５７番１地

先里道

４　幅員及び延長　幅員　４．５０ｍ

　　　　　　　　　延長　７０．３９ｍ



広島市告示（安佐南区）第１３７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ７ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年１０

月１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第１３８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように変更したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１６号

２　指定年月日　　令和６年１０月１８日

３　道路の位置　　広島市安佐南区緑井七丁目の８０９番２の一

部、１９９９番６の一部、１９９９番７の一

部、２０００番５の一部、２０００番６の一

部及び８０９番２地先里道

　　　　　　　　　広島市安佐南区緑井八丁目の８１１番２の一

部及び８１２番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　５．１ｍ～６．６ｍ

　　　　　　　　　延長　４２．１９ｍ
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広島市告示（安佐南区）第１３９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年１０月２８日から同年１１月１１日

まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１４０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年１０

月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第１４１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ３ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　第１号

２　指定年月日　令和６年１０月３１日

３　路線名　　　市道　安佐南１区１９４号線

４　道路の位置　起点：広島市安佐南区緑井二丁目３７３４－２

０地先

　　　　　　　　終点：広島市安佐南区緑井二丁目３７３４－２

１地先

５　道路延長　　５．８０メートル

６　道路幅員　　１２．００メートル



広島市告示（安佐北区）第９５号　

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
１区長
束八木
線

安佐南区緑井七丁目
２０４７番地４地先
から
安佐南区緑井七丁目
１７８３番地４地先
まで

旧 16.00 36.98

新
16.00

～
28.23

36.98

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和６年９月１５日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第９６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第５号

２．指定年月日　　令和６年１０月９日

３．道路の位置　　広島市安佐北区口田南三丁目の１７８２番１

の一部、１７８２番２の一部及び１７８８番

の一部

４．幅員及び延長　幅員　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　３０．００メートル



広島市告示（安佐北区）第９７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ １ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年１０月１１日から同月２５日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第９８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ １ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
１区１
６４号
線

安佐北区白
木町大字三
田字上大椿
３２７４番
地地先から
安佐北区白
木町大字三
田字上大椿
３１８７番
地３地先ま
で

旧
3.00
～

3.00

148.90

新
3.00
～

7.82
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律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年１０月１１日から同月２５日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第９９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ １ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和６年１０月１６日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第１００号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により、令和６年１０月１

６日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第

１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第１０１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ３ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第６号

２．指定年月日　　令和６年１０月３１日

３．道路の位置　　広島市安佐北区三入二丁目の５３７番４の一

部、５３８番５の一部及び５４６番１１

４．幅員及び延長　幅員　６．２０～６．２７メートル

　　　　　　　　　延長　７７．９２メートル



道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
１区１
６４号
線

安佐北区白木町大字三田字
下大椿３８６７番地５地先
から
安佐北区白木町大字三田字
上大椿３１８７番地３地先
まで

令和６年１０月
１１日

広島市告示（安芸区）第９３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第９４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年１０月９日から同月２３日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第９５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年１０月９日から同月２３日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第９６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安芸区役所農林建設部建築課において

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸４
区１１
６号線

安芸区矢野
東六丁目１
７６６番地
１地先から
安芸区矢野
東六丁目１
７６７番地
１２地先ま
で

旧

メートル
2.30
～

2.75

メートル

42.40

新

メートル
3.16
～

4.00

メートル

42.40

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸４
区１１
６号線

安芸区矢野東六丁目１７６
６番地１地先から
安芸区矢野東六丁目１７６
７番地１２地先まで

令和６年１０月
９日



第１１３４号　―２７―令和６年１２月２日 広 島 市 報

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　第７号

２　指定年月日　令和６年１０月１０日

３　道路の位置　広島市安芸区中野四丁目の２３３６番３の一部

及び２３３８番８の一部

４　幅員　　　　４．２０メートル

５　延長　　　　１６．０２メートル



広島市告示（安芸区）第９７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第９８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第９９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第１００号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１０６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年９月２５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１０７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年９月３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１０８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年１０月２日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１０９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ６ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２の規定

に基づき、一定の複数建築物に対する特例を下記の一団地につい

て認定しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　一団地の名称

　　広電楽々園

２　一団地の区域

　　広島市佐伯区楽々園四丁目の４４４番１、４４４番１４、４

４４番１５及び４４４番１６
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３　認定番号

　　第Ｒ０６認定通知広島市建００００３号

４　認定年月日

　　令和６年１０月１６日



広島市告示（佐伯区）第１１０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年１０月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１１１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年１０月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１１２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年１０月１７日から同年１０月３１日

まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１１３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯５
区１１
２号線

佐伯区湯来
町大字原
字下土井８
３９番地１
地先から
佐伯区湯来
町大字原
字下土井８
３３番地１
地先まで

旧

メートル
4.40
～

7.50

メートル

237.2

新

メートル
4.40
～

7.50

メートル

237.2

　その関係図面は、令和６年１０月１７日から同年１０月３１日

まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第１１４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年１０月１６日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１１５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年１０月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略

公　　　　　　　告

第一種市街地再開発事業の事業計画の変更の認可

令和６年１０月１日　

　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第７条の１６第１項

の規定により、第一種市街地再開発事業の事業計画の変更を認可

しましたので、同条第２項において準用する同法第７条の１５第

１項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　第一種市街地再開発事業の名称

　　基町相生通地区第一種市街地再開発事業

２　施行者の氏名又は名称

　　基町相生通地区第一種市街地再開発事業個人施行者

　　　代表施行者　独立行政法人都市再生機構西日本支社

　　　共同施行者　株式会社朝日新聞社

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯５
区１１
２号線

佐伯区湯来町大字原字下
土井８３９番地１地先から
佐伯区湯来町大字原字下
土井８３３番地１地先まで

令和６年１０月
１７日

公 告
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　　　　　　　　　株式会社朝日ビルディング

　　　　　　　　　中国電力ネットワーク株式会社

３　事務所の所在地

　　広島市東区若草町１２番１号　アクティブインターシティ広

島オフィス棟９階（独立行政法人都市再生機構事務所内）

４　事業施行期間

　　令和４年１０月２６日から令和１１年度まで

５　施行認可の年月日

　　令和４年１０月２６日

６　施行地区

　　広島市中区基町　１２番３、１２番６、１３番１、１３番

２、１７番１の一部、１７番２の一部、１

７番７

　　広島市中区立町　７番の一部

７　事業計画の変更の認可の年月日

　　令和６年１０月１日



公　　　　　　　告

令和６年１０月１日　

　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第７条の１６第１項

の規定により、第一種市街地再開発事業の事業計画の変更を認可

しましたので、同条第２項において準用する同法第７条の１５第

３項の規定により、一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市都市整備局都市機能調整部

２　縦覧時間

　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

　　（ただし、広島市の休日を定める条例（平成３年条例第４９

号）に規定する休日は除く。）



公　　　　　　　告

令和６年１０月７日　

　令和６年９月３日付け広島市告示（安佐南区）第４号につい

て、以下のとおり訂正します。

広島市長　　松　井　一　實　

広島市選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

告示年月日 告示番号 正誤

令和６年９月
３日

広島市告示（安
佐南区）第４号

（誤）
広島市告示（安佐南
区）第４号

（正）
広島市告示（安佐南
区）第１２７号の２

選管告示

　令和６年１０月１４日現在における地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定

による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、

次のとおりです。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，５０９人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２１，９２７人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３８，５４７人

　　　　　　　　　東　　区　　３２，４３９人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，０９８人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，３０６人

　　　　　　　　　安佐南区　　６５，５８４人

　　　　　　　　　安佐北区　　３８，８２３人

　　　　　　　　　安  芸  区　　２０，９５０人

　　　　　　　　　佐  伯  区　　３８，３９５人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６２，５７０人

広島市中区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日　

　衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８

９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の

区 選 管 告 示
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移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和６年１０月１０日から衆議院議員総選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院

議員総選挙の期日の翌日から行う。



広島市中区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置し

ました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　



期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市中区役所
３階　第６会議室

広島市中区国泰寺町
一丁目４番２１号

令和６年１０月１６
日から
同年１０月２６日ま
で

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和６年１０月２３
日から
同年同月２５日まで
午前１０時から午後
８時

広島市中区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙において、在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により、次のとおり指定します。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　



広島市中区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

別紙　略



広島市中区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

１　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市中区役所
３階　第６会議室

広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号
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　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

２　日　時　　令和６年１０月１５日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は、次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後６時１０分



広島市中区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

１　場　所　　広島市中区上幟町６番２９号

　　　　　　　広島市立幟町中学校　体育館

２　日　時　　令和６年１０月２７日　午後９時２０分開始



広島市中区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　



広島市中区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

開票管理者
住所 広島市中区

氏名 甲斐野　正行

同上職務代理者
住所 広島市東区

氏名 今富　雅夫

　　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市中区上幟町６番２９号

　　　　　　　　広島市立幟町中学校　体育館

　　日　時　　令和６年１０月２７日　午後８時３０分



広島市中区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、

次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

１　場　所　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　　　　　広島市中区役所　２階　第１会議室

２　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時４０分



広島市中区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

掲示を行う場所　　別紙のとおり

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日　

　衆議院が令和６年１０月９日に解散され、同年１０月２７日に

衆議院議員総選挙が執行されることに伴い、公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第１７条ただし書きの規定による選

挙人名簿の登録の移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和６年１０月１０日から令和６年１０月２７日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、令和６

年１０月２８日から行う。
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広島市東区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置し

ました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　



広島市東区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙において、在外

選挙人名簿に登録されている選拳人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市東区役所３
階
第４・第５会議室

広島市東区東蟹屋町
９番３８号

令和６年１０月１６
日から
同年１０月２６日ま
で

広島市東区役所
温品出張所

広島市東区温品五丁
目１番１８号

令和６年１０月１６
日から
同年１０月２６日ま
で

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和６年１０月２３
日から
同年１０月２５日ま
で
午前１０時から午後
８時まで

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により、次のとおり指定します。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　



広島市東区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

２　日　時　　令和６年１０月１５日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は、次のとおり改めてくじを行う。

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市東区役所
３階　第４・第５会議
室

広島市東区東蟹屋町９番３８号
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１　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

２　日　時　　令和６年１０月２４日　午後６時１０分



広島市東区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　場　所　　広島市東区光町二丁目１５番８号

　　　　　　　広島市立二葉中学校　体育館

２　日　時　　令和６年１０月２７日　午後９時２０分開始



広島市東区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　



広島市東区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時２０分

開票管理者
住所

広島市東区牛田新町四丁目１９番７－
４０１号

氏名 佐々木　和宏

同上職務代理者
住所

広島市東区牛田中一丁目７番１３－４
０４号

氏名 重水　靖彦

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市東区光町二丁目１５番８号

　　　　　　　　広島市立二葉中学校　体育館

　　日　時　　令和６年１０月２７日　午後８時３０分



広島市東区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、

次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

１　場　所　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　　　　　広島市東区役所　５階　研修室

２　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時５０分



広島市東区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

掲示を行う場所　　各投票所の入口



広島市東区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７号第２項によ

り、別紙のとおり選任しました。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日　

　衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８

９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の

移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　
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委員長　　中　田　憲　悟　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和６年１０月１０日から衆議院議員総選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院

議員総選挙の期日の翌日から行う。



広島市南区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置し

ました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　



広島市南区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市南区役所４
階
４－１、４－２、
４－３会議室

広島市南区皆実町一
丁目５番４４号

令和６年１０月１６
日から
同月２６日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和６年１０月２３
日から
同月２５日まで
午前１０時から午後
８時まで

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙において、在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により、次のとおり指定します。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　



広島市南区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票所

の開閉時刻を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０

条第１項ただし書の規定により、次のとおりそれぞれ繰り上げま

す。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区

２　投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区



広島市南区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投粟管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市南区役所４階
４－１、４－２、４－
３会議室

広島市南区皆実町一丁目５番４４号

投票区名 投票所施設名
投票所を
開く時刻

投票所を
閉じる時刻

似島 似島集会所 午前６時００分 午後６時００分

投票区名 投票所施設名 投票所を閉じる時刻

金輪 金輪島集会所 午後６時００分
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別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　広島市南区役所　２階　２－２会議室

２　日　時　　令和６年１０月１５日　午後５時３０分

　ただし、公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は、次のとおり改めて行う。

　　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　　広島市南区役所　３階　３－１会議室

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時５０分



広島市南区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　場　所　　広島市南区東本浦町１番１８号

　　　　　　　広島市立広島工業高等学校　体育館

２　日　時　　令和６年１０月２７日　午後９時２０分開始



広島市南区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

開票管理者
住所 広島市南区仁保南二丁目

氏名 中田　憲悟

同上職務代理者
住所 広島市南区仁保三丁目

氏名 西本　和弘



広島市南区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　　広島市南区役所　３階　３－１会議室

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時３０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市南区東本浦町１番１８号

　　　　　　　　広島市立広島工業高等学校　体育館

　　日　時　　令和６年１０月２７日　午後８時３０分



広島市南区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、

次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

１　場　所　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　　　　　広島市南区役所　２階　２－２会議室

２　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時４０分



広島市南区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　
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掲示を行う場所　　各投票所の入口



広島市南区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ７ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票管

理者の辞任に伴い、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

３７条第２項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

投票管理者



広島市西区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日　

　衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８

９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の

移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和６年１０月１０日から衆議院議員総選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院

議員総選挙の期日の翌日から行う。



広島市西区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置し

ました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

令和６年１０月２７日執行の最高裁判所裁判官国民審査における

審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判所

裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規定

により、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

投票区名 住所 氏名

向洋 東広島市西条栄町 兼由　茂樹

翠町第一 広島市中区東白島町 坂本　久美子

渕崎 東広島市西条西本町 植重　正美

掲示を行う場所　　別紙のとおり

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　



広島市西区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙において、在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により、次のとおり指定します。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　



期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市西区役所
２階　第１会議室

広島市西区福島町二
丁目２番１号

令和６年１０月１６
日から
同年１０月２６日ま
で
午前８時３０分から
午後８時

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和６年１０月２３
日から
同年１０月２５日ま
で
午前１０時から午後
８時

期日前投票所
開設場所

所在地

広島市西区役所
２階　第１会議室

広島市西区福島町二丁目２番１号
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広島市西区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

別紙　略



広島市西区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

２　日　時　　令和６年１０月１６日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は、次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後６時２０分



広島市西区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　場　所　　広島市西区庚午中四丁目１２番４８号

　　　　　　　広島市立庚午中学校　体育館

２　日　時　　令和６年１０月２７日　午後９時２０分開始



広島市西区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　



広島市西区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時５０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市西区庚午中四丁目１２番４８号

　　　　　　　　広島市立庚午中学校　体育館

　　日　時　　令和６年１０月２７日　午後８時３０分



広島市西区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院比例代表選出議員選挙

における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会

人となるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時

開票管理者
住所 広島市西区

氏名 原田　武彦

同上職務代理者
住所 東広島市

氏名 南浦　詳仁
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を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

１　場　所　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　　　　　広島市西区役所　４階　研修室

２　日　時　　令和６年１０月２４日　午後６時



広島市西区選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項の規定

により、次のとおり選任しました。

広島市西区選拳管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

［鈴が峰投票区　投票管理者］



広島市西区選挙管理委員会告示第２３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ３ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及び職務代理者の辞任に伴い、新たに選任する必要

が生じたため、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７

条第２項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

［高須第一投票区　投票管理者］

［高須第一投票区　職務代理者］



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日　

　衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８

９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の

移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

区分 新 旧

住所 広島市西区 広島市西区

氏名 田中　仁 野坂　正紀

区分 新 旧

住所 広島市西区 広島市西区

氏名 山田　晋也 山田　孝志

区分 新 旧

住所 広島市西区 広島市西区

氏名 山岡　誠司 山田　晋也

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和６年１０月１０日から衆議院議員総選挙の期日まで

２　上記の期間に係る選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院議員

総選挙の期日の翌日から行う。



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置し

ました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院議員総選挙における投

票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規

定により、別紙の場所に設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院議員総選挙における期

日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８

条の２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の

規定により、次のとおり設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安佐南区役
所
１階　第２会議室

広島市安佐南区古市
一丁目３３番１４号

令和６年１０月１６
日から
同月２６日まで

広島市安佐南区役
所
佐東出張所

広島市安佐南区緑井
六丁目２９番２８号

令和６年１０月１６
日から
同月２６日まで

広島市安佐南区役
所
園出張所

広島市安佐南区園
二丁目４８番７号

令和６年１０月１６
日から
同月２６日まで

広島市安佐南区役
所
沼田出張所

広島市安佐南区伴東
七丁目６４番８号

令和６年１０月１６
日から
同月２６日まで

令和６年１０月２３
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広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

日から
同月２５日まで
午前１０時から午後
８時



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院議員総選挙において、

在外選挙人名簿に登録されている選挙人が期日前投票を行うこと

ができる期日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法

第４８条の２第１項の規定により、次のとおり指定します。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院議員総選挙における投

票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院議員総選挙における期

日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選

挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第５項の規定に

より適用される同法第３７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和

２５年政令第８９号）第４９条の７の規定により適用される同令

第２４条第１項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

における公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第

期日前投票所
開設場所

所在地

広島市安佐南区役所
１階　第２会議室

広島市安佐南区古市一丁目３３番１４
号

３項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序

を定めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和６年１０月１５日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は、次のとおり改めて行う。

　　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後６時１０分



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院議員総選挙における開

票の場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第６３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　場　所　　広島市安佐南区伴東六丁目１番１号

　　　　　　　広島市立沼田高等学校　体育館

２　日　時　　令和６年１０月２７日　午後９時２０分開始



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院議員総選挙における開

票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５

年法律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和

２５年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり

選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

における開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となる

べき者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治

団体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじ

開票管理者
住所

広島市安佐南区大塚西六丁目１１番４
－１３０１号

氏名 高岡　優

同上職務代理者
住所

広島市佐伯区河内南一丁目１６番３１
号

氏名 髙石　実
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を行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安佐南区伴東六丁目１番１号

　　　　　　　　広島市立沼田高等学校　体育館

　　日　時　　令和６年１０月２７日　午後８時３０分



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院比例代表選出議員選挙

における開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会

人となるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時

を、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

１　場　所　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　　　　　広島市安佐南区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時４０分



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の最高裁判所裁判官国民審査に

おける審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高

裁判所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条

の規定により、次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

掲示を行う場所　　別紙のとおり

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じた

ため、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項

及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１

項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者の職務代理者の辞任に伴い、新たに選任する

必要が生じたため、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４８条の２第５項の規定により適用される同法第３７条第２項の

規定により、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ３ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の

区分
期日前投票
開設場所

住所 氏名
職務を

行うべき日

辞任
広島駅南口
地下広場

広島市安佐
南区

上西　健太 １０月２３日

選任
広島駅南口
地下広場

広島市安芸
区

佐古　康典 １０月２３日

辞任
広島駅南口
地下広場

広島市南区 小西　泰成 １０月２４日

選任
広島駅南口
地下広場

広島市中区 原　美織 １０月２４日

辞任
広島駅南口
地下広場

広島市南区 金澤　達也 １０月２５日

選任
広島駅南口
地下広場

広島市中区 世良　浩 １０月２５日

区分
期日前投票
開設場所

住所 氏名
職務を

行うべき日

辞任
広島駅南口
地下広場

広島市東区 馬詰　大地 １０月２３日

選任
広島駅南口
地下広場

広島市佐伯
区

平木　幸恵 １０月２３日

辞任
広島駅南口
地下広場

広島市東区 馬詰　大地 １０月２４日

選任
広島駅南口
地下広場

広島市西区 服部　和之 １０月２４日

辞任
安佐南区役
所
園出張所

広島市中区 世良　浩 １０月２５日

選任
安佐南区役
所
園出張所

安芸郡府中
町

大林　圭太朗 １０月２５日

辞任
広島駅南口
地下広場

広島市東区 馬詰　大地 １０月２５日

選任
広島駅南口
地下広場

広島市安佐
北区

吉儀　圭一郎 １０月２５日
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規定により、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い、新たに選任す

る必要が生じたため、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第２４条第１項の規定により、次のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日　

　衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８

９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の

移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和６年１０月１０日から衆議院議員総選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院

議員総選挙の期日の翌日から行う。



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置し

ました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

区分 投票区 住所 氏名

辞任 安古市第九投票区 広島市中区 藤井　直輝

選任 安古市第九投票区 広島市中区 小磯　卓也

辞任 沼田第六投票区 広島市安佐南区 平田　優貴

選任 沼田第六投票区 広島市中区 堀川　淳子

辞任 沼田第九投票区 広島市安佐北区 八百村　聡仁

選任 沼田第九投票区 広島市安佐南区 尾中　健二

区分 投票区 住所 氏名

辞任 安古市第十投票区 広島市安佐南区 柿田　直美

選任 安古市第十投票区 広島市安佐南区 岡崎　将吾

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙において、在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により、次のとおり指定します。

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安佐北区役
所
１階　第一会議室

広島市安佐北区可部
四丁目１３番１３号

令和６年１０月１６
日から
同年１０月２６日ま
で

広島市安佐北区役
所
白木出張所

広島市安佐北区白木
町大字秋山２３９１
番地の４

令和６年１０月１６
日から
同年１０月２６日ま
で

広島市安佐北区役
所
高陽出張所

広島市安佐北区深川
五丁目１３番７号

令和６年１０月１６
日から
同年１０月２６日ま
で

広島市安佐北区役
所
安佐出張所仮設投
票所

広島市安佐北区安佐
町大字飯室３０５２
番地の１

令和６年１０月１６
日から
同年１０月２６日ま
で

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和６年１０月２３
日から
同年１０月２５日ま
で
午前１０時から午後
８時まで
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広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和６年１０月１５日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は、次のとおり改めて行う。

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和６年１０月２４日　午後６時１０分

期日前投票所
開設場所

所在地

広島市安佐北区役所
１階　第一会議室

広島市安佐北区可部四丁目１３番１３
号



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区三入東一丁目１４番１号

　　　　　　　広島市立広島中等教育学校　体育館

２　日　時　　令和６年１０月２７日　午後９時２０分開始



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出に係るものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安佐北区三入東一丁目１４番１号

開票管理者
住所

広島市安佐北区口田南三丁目８番９－
１２号

氏名 大本　和則

同上職務代理者
住所 広島市西区井口台三丁目２３番２２号

氏名 吉谷　勝美
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　　　　　　　　広島市立広島中等教育学校　体育館

　　日　時　　令和６年１０月２７日　午後８時３０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、

次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

１　場　所　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　　　　　広島市安佐北区役所　４階　講堂

２　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時４０分



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

掲示を行う場所　　各投票所の入口



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ １ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における安佐北

区役所期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に

伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令（昭

和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙のと

おり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ４ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における広島駅

南口地下広場期日前投票所の投票管理者の職務を代理すべき者の

辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行

令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別

紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及び投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴

い、新たに選任する必要が生じたため、公職選挙法施行令（昭和

２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙のとお

り選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日　

　広島市長、広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に

伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例

に関する法律施行令（令和４年政令第３５２号）第１条の規定に

よる公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１７条ただ

し書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間

を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和６年１０月１０日から衆議院議員総選挙の期日まで

２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院

議員総選挙の期日の翌日から行う。



広島市安芸区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置し

ました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　
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別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙において、在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる指

定期日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第

４９条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８

条の２第１項の規定により、次のとおり指定します。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市安芸区役所
３階第１会議室

広島市安芸区船越南
三丁目４番３６号

令和６年１０月１６
日から
令和６年１０月２６
日まで

広島市安芸区役所
中野出張所

広島市安芸区中野三
丁目２０番９号

令和６年１０月１６
日から
令和６年１０月２６
日まで

広島市安芸区役所
阿戸出張所

広島市安芸区阿戸町
６２５７番地の２

令和６年１０月１６
日から
令和６年１０月２６
日まで

広島市安芸区役所
矢野出張所

広島市安芸区矢野東
五丁目７番１８号

令和６年１０月１６
日から
令和６年１０月２６
日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和６年１０月２３
日から
令和６年１０月２５
日まで
午前１０時から午後
８時

指定期日前投票所
開設場所

所在地

広島市安芸区役所
３階　第１会議室

広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙

のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

１　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　広島市安芸区役所　５階　講堂

２　日　時　　令和６年１０月１５日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は、次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時３０分



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

１　場　所　　広島市安芸区矢野東二丁目１６番１号

　　　　　　　広島市立矢野中学校　体育館
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２　日　時　　令和６年１０月２７日　午後９時２０分開始



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５

年政令第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任

しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し、候捕者からの届出のあった開票立会人となるべ

き者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団

体に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを

行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市安芸区矢野東二丁目１６番１号

　　　　　　　　広島市立矢野中学校　体育館

　　日　時　　令和６年１０月２７日　午後８時３０分



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、

次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

開票管理者
住所 広島市安芸区矢野南五丁目１３番６号

氏名 荒井　秀則

同上職務代理者
住所

広島市安佐南区安東二丁目８番１１－
６０４号

氏名 三宅　修司

委員長　　荒　井　秀　則　

１　場　所　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　　　　　広島市安芸区役所　３階　第５会議室

２　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時２０分



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

掲示を行う場所　　各投票所の入口



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ １ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者の辞任に伴い、新たに選任する必要が生じたため、

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第３７条第２項の

規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　新　井　秀　則　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ３ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者の職務を代理すべき者が辞任に伴い、新たに選任す

る必要が生じたため、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第２４条第１項の規定により、別紙のとおり選任しました。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ９ 日　

　衆議院の解散に伴い、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８

９号）第１７条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の

移替えをしない期間を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　登録の移替えをしない期間

　　令和６年１０月１０日から衆議院議員総選挙の期日まで
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２　上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは、衆議院

議員総選挙の期日の翌日から行う。



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ４ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙

におけるポスター掲示場を、公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第１４４条の２第１項の規定により、別紙のとおり設置し

ました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規定に

より、別紙の場所に設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第６項の規定により読み替えて準用される同法第３９条の規定

により、次のとおり設けます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１０号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

期日前投票所
開設場所

所在地 期間

広島市佐伯区役所
３階３０２会議室

広島市佐伯区海老園
二丁目５番２８号

令和６年１０月１６
日から
令和６年１０月２６
日まで

広島市佐伯区役所
湯来出張所

広島市佐伯区湯来町
大字和田１６６番地

令和６年１０月１６
日から
令和６年１０月２６
日まで

広島駅南口地下広
場

広島市南区松原町９
番地先

令和６年１０月２３
日から
令和６年１０月２５
日まで
午前１０時から午後
８時

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙において、在外

選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行うことができる期

日前投票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４９

条の２第４項の規定により読み替えて適用される同法第４８条の

２第１項の規定により、次のとおり指定します。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票所

を閉じる時刻を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

０条第１項ただし書の規定により、次のとおり繰り上げます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における期日前

投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２項及び公職選挙法施

行令（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、

別紙のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項

の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

期日前投票所
開設場所

所在地

広島市佐伯区役所
３階３０２会議室

広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

投票区 投票所施設名 投票所を閉じる時刻

第二十一投票区 白川集会所 午後６時００分

上多田投票区 みどり会館 午後６時００分
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２　日　時　　令和６年１０月１５日　午後５時２０分

　ただし、公職選挙法第８６条第８項の規定による届出があった

場合は、次のとおり改めて行います。

　　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後６時１０分



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票の

場所及び日時を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第６

３条及び第６５条の規定により、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　開票の場所　　広島市佐伯区五日市中央六丁目４番１号

　　　　　　　　　広島市立五日市中学校　体育館

２　開票の日時　　令和６年１０月２７日　午後９時２０分開始



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１５号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における開票管

理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第６１条第２項及び同法施行令（昭和２５年政令

第８９号）第６７条第１項の規定により、次のとおり選任しまし

た。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙にお

ける開票に関し、候補者から届出のあった開票立会人となるべき

者が１０人を超えるときのくじ又は同一の政党その他の政治団体

に属する候補者の届出に係るものが３人以上あるときのくじを行

う場所及び日時を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が１０人を

超えるとき、及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者

の届出にかかるものが３人以上あるときのくじ

　　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

開票管理者
住　所　　広島市佐伯区
氏　名　　久笠　信雄

同上職務代理者
住　所　　廿日市市
氏　名　　石井　源太

　　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時２０分

２　前項により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政

治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が３人以上と

なったときのくじ

　　場　所　　広島市佐伯区五日市中央六丁目４番１号

　　　　　　　　広島市立五日市中学校　体育館

　　日　時　　令和６年１０月２７日　午後８時３０分



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院比例代表選出議員選挙にお

ける開票に関し、名簿届出政党等から届出のあった開票立会人と

なるべき者が１０人を超えるときのくじを行う場所及び日時を、

次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

１　場　所　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　　　　　広島市佐伯区役所　三階　応接会議室

２　日　時　　令和６年１０月２４日　午後５時４０分



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１８号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の最高裁判所裁判官国民審査におけ

る審査に付される裁判官の氏名等の掲示を行う場所を、最高裁判

所裁判官国民審査法（昭和２２年法律第１３６号）第５２条の規

定により、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

掲示を行う場所　　別紙のとおり

別紙　略



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１９号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ １ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における投票区

の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第３７条第２項及び同法施行令（昭和２

５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により、別紙のとおり

選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

別紙　略

広島市中区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

区選管委員長告示
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　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

不在者投票の投票記載場所

　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　広島市中区役所　３階　第６会議室

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　広島市中区役所　３階　第６会議室



広島市東区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

不在者投票の投票記載場所

　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　広島市東区役所　３階　第４・第５会議室

　広島市東区温品五丁目１番１８号

　広島市東区役所　温品出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は、次のとおりとする。

　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　広島市東区役所　３階　第４・第５会議室



広島市南区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

不在者投票の投票記載場所

　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　広島市南区役所　４階　４－１、４－２、４－３会議室

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとします。

　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　広島市南区役所　４階　４－１、４－２、４－３会議室



広島市西区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

不在者投票の投票記載場所

　広島市西区福島町二丁目２番１号

　広島市西区役所　２階　第１会議室

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　広島市西区福島町二丁目２番１号

　広島市西区役所　２階　第１会議室



広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行予定の衆議院議員総選挙における投

票所を、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条の規

定により、別紙の場所に設けます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　広島市安佐南区役所　１階　第２会議室

　広島市安佐南区緑井六丁目２９番２８号

　広島市安佐南区役所　佐東出張所

　広島市安佐南区園二丁目４８番７号

　広島市安佐南区役所　園出張所

　広島市安佐南区伴東七丁目６４番８号

　広島市安佐南区役所　沼田出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場



広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　広島市安佐北区役所　１階　第一会議室
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　広島市安佐北区白木町大字秋山２３９１番地の４

　広島市安佐北区役所白木出張所

　広島市安佐北区深川五丁目１３番７号

　広島市安佐北区役所高陽出張所

　広島市安佐北区安佐町大字飯室３０５２番地の１

　広島市安佐北区役所安佐出張所仮設投票所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は次のとおりとする。

　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　広島市安佐北区役所　１階　第一会議室



広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

不在者投票の投票記載場所

　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　広島市安芸区役所　３階　第１会議室

　広島市安芸区中野三丁目２０番９号

　広島市安芸区役所中野出張所

　広島市安芸区阿戸町６２５７番地の２

　広島市安芸区役所阿戸出張所

　広島市安芸区矢野東五丁目７番１８号

　広島市安芸区役所矢野出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は、次のとおりとします。

　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　広島市安芸区役所　３階　第１会議室



広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第１号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日　

　令和６年１０月２７日執行の衆議院議員総選挙における不在者

投票の投票記載場所を、次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

不在者投票の投票記載場所

　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　広島市佐伯区役所　３階　３０２会議室

　広島市佐伯区湯来町大字和田１６６番地

　広島市佐伯区役所湯来出張所

　広島市南区松原町９番地先

　広島駅南口地下広場

　ただし、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者

投票の投票記載場所は、次のとおりとします。

　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　広島市佐伯区役所　３階　３０２会議室

広島市教育委員会告示第１７号　

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

１　日　時　　令和６年１０月２９日（火）　午前９時３０分

２　場　所　　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　令和６年度全国学力・学習状況調査の結果について（報

告）

　　広島市こども文化科学館リニューアル基本計画の策定につ

いて（報告）

　【非公開予定議題】

　　教職員の人事について（代決報告）

教育委員会告示




